
令和８年度 補充募集実施要項  

 

福岡県立浮羽工業高等学校  

（全日制課程）    

１ 募集人員 

  建設系（建築科、環境デザイン科）     ２４人程度 

機械・電気系（機械科、材料技術科、電気科）      ３人程度 

      

２ 出願資格 

（１）令和８年度の福岡県立高等学校入学者選抜の学力検査において、定められた検査教科  

を受検して不合格となった者。ただし、同一校の同一課程における同一学科、同一コー

ス又は同一系の再受検は認めない。 

（２）学力検査の期日及び内容が福岡県立高等学校入学者選抜と同一の県内公立高等学校の

入学者選抜で不合格となった者。 

 

３ 出願期間 

   令和８年３月２３日（月）から３月２５日（水）の正午までとする。 

 

４ 入学志願手続 

（１）入学志願者が行う手続 

 ア 福岡県公立高等学校入学者選抜 WEB 出願システム（以下「WEB 出願システム」とい

う。）に、志願先高等学校等の情報及び必要な志願書類（以下「志願情報」とい

う。）を登録し、在学又は出身中学校等（以下「中学校」という。）の承認を受ける

こと。 

 イ 入学選考料として全日制課程にあっては２,１００円を WEB 出願システムにより納

付すること。納付方法は、クレジットカード決済、コンビニ払い（現金のみ）、Pay-

easy（ペイジー）から選択すること。なお、入学選考料は志願情報を中学校長が承認

した後に志願を辞退する場合、返金は行わないため注意すること。また、大規模災害

（令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害、令和６年能登半島地

震による災害、令和５年７月７日からの大雨による災害、令和３年８月１１日の大雨

による災害、令和２年７月豪雨災害、平成３０年７月豪雨災害、平成２９年７月九州

北部豪雨災害、平成２８年熊本地震による災害及び東日本大震災をいう。以下同

じ。）の被災者は、入学選考料が免除されるので、必要な書類や手続について、志願

先の高等学校に問い合わせること。 

（２）中学校長が行う手続 

   中学校は WEB 出願システムにおいて、入学志願者が登録した志願情報及び入学選考

料の納付を確認の上、５の（１）に掲げる書類のほか、必要な書類を登録し、承認の

手続を行うこと。 

 

５ 志願書類 

（１）中学校長を経て志願先高等学校長へ提出する書類  

  ア 学区外高等学校入学志願申請書・身元引受書  

        ※ 学区外高等学校入学志願申請書の提出が必要な者は、県外から県内へ転居予定

である者とする。なお、住民票の写しも併せて提出すること。 

  イ 住民票の写し 



    調査書（様式５）の「Ａ 学籍の記録」欄の「居住証明」のない者及び過年度中学

校卒業者は、住民票の写し（本人、保護者及び世帯主との続柄が記載され、原則とし

て３か月以内に交付されたもの。なお、マイナンバーの記載がないもの。）を提出す

ること。 

ウ 調査書（様式５） 

    中学校においては、各志願者の調査書（様式５）の作成に当たって、校長を委員長

とする「調査書作成委員会」を設け、中学校生徒指導要録に準拠して厳正に作成し、

４の（２）の手続を行い、志願先高等学校長へ提出すること。 

 

６ 期日・日程等 

（１）面接期日 令和８年３月２６日（木） 

（２）集合場所 本校 

（３）日程等 

    ア 受付 午前８時５０分から午前９時００分（集合完了 午前９時００分） 

    イ 説明 午前９時０５分から 

    ウ 面接 午前９時２５分から 

（４）携行品 

  ア 受検票 

  イ 筆記用具 

ウ 上履き 

エ 下足入れ 

（５）その他 

  ア 遅刻者 

       正当な理由があると本校校長が認めた場合に限り、面接を受けることができる。  

    イ 欠席者 

       欠席する場合は、所属中学校長を通じて本校校長に連絡をすること。  

    なお、欠席者への面接は行わない。 

  

７ 選抜の方法 

   学力検査、面接の結果並びに調査書を総合して選抜する。 

  なお、学力検査については、初回受検校での結果を利用する。  

 

８ 合格者発表 

   令和８年３月３０日（月）午前９時に本校及び WEB 出願システムにおいて行います。 

 

９  合格者説明会（保護者同伴） 

    令和８年３月３０日（月）午後１時００分（受付：１２時３０分から） 

     

10 注意事項 

（１）携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）、その     

他面接試験の公正さを損なうおそれのあるものの校内への持ち込みは禁止する。  

（２）腕時計のアラーム音等については鳴らない設定とすること。  


